
仕 様 書 
 
１ 概  要 

本業務は、中国四国農政局、管内各県拠点及び管内各国営事業(務)所（以下「局及び
拠点並びに事業(務)所」という。）から発送される小荷物（縦・横・高さの３辺の合計
が 160 ㎝以下、25ｋｇ以下のものをいう。クール便を除く。以下同じ。）の集荷、運送
及びその受取指定人への引渡し業務を行う。 
なお、小荷物には、郵便法（昭和 22 年法律第 165 号）第４条及び民間事業者による

信書の送達に関する法律（平成 14 年法律第 99 号）第２条に規定する信書は含まないも
のとする。 

 
２ 業務仕様 
（１）発注者又は発注者の指定した職員は、小荷物の運送を必要とする場合は、受注者が

用意する送り状に運送に必要な事項を記載し、それを当該小荷物へ貼付の上、受注者
の集荷人に運送の指示をするものとする。また集荷については発注者又は発注者の指
定した職員の指定した日時に行うものとする。 

（２）受注者は、別紙１「集荷場所一覧」毎に発送元欄へ所要事項等（郵便番号、住所、
機関名、電話番号等）を印字した送り状を、発注者が必要とする枚数を用意すること。
併せて、農林水産本省他関係機関（発注者が別途指示する）については、送付先の「郵
便番号、住所、機関名、電話番号等」を印字した送り状を、発注者が必要とする枚数
を用意すること（各送り状の枚数については、その都度定める。）。なお、別途イン
ターネット等を利用した送り状作成ツールを利用する場合は、事前に発注者担当者と
協議し使用の許可を得ること。 

（３）受注者は、発注者と協議のうえ設定した時間以降（行政機関の「閉庁日」を除く毎
日）、集荷場所から指定された場所にて小荷物の回収、引き取りを行うこととし、必
要に応じ各集荷場所の担当者と打ち合わせることとする。なお、引き取りを受けた小
荷物に関しては、引き取り日から３日以内に受取指定人へ引渡すことができるものと
する。 

ただし、災害の発生、気象条件等に起因する遅延が発生又は予想される場合は、発
送担当者との協議により引渡日を決定するものとする。 
また、発注者から依頼する小荷物が無い日は、小荷物の集荷を行わなくてよいもの

とする。 
（４）「着払い」は局及び拠点並びに事業(務)所の担当者が、局及び拠点並びに事業(務)

所以外の場所での集荷を依頼し、配達先を局及び拠点並びに事業(務)所とするもので
ある。 

（５）受注者は、発注者の依頼があった場合、小荷物を受取指定人へ引渡す際の受領印の
写し又はサイン等受領したことがわかるものを提出すること。若しくは、小荷物を受
取指定人へ引渡したことが確認出来る配達記録を必要に応じ提出すること。 

（６）本業務を遂行する上で必要な物品（送り状、台車、収集カゴ等）は、受注者が用意
すること。 

（７）業務の実施に当たっては、常に細心の注意を払い、小荷物の破損、紛失等のないよ
うに十分努めること。 

 
３ 料金区分及び予定数量 
   別紙２に示すとおり。 
   なお、予定数量は、過年度実績等を参考に算出した数量であり、実際の発注数量を

保証するものではない。 
 
４ 請求書について 
（１）本局及び各県拠点が発送したものについては、当該１ヶ月分をとりまとめた請求書

に請求明細を添付（任意様式）の上、中国四国農政局会計課あてに請求書を提出する
こと。 

（２）各事業所等が発送したものについては、当該１ヶ月分をとりまとめた請求書に請求
明細を添付（任意様式）の上、各事業(務)所あてに請求書を提出すること。 

 
５ その他 
（１）業務に従事する者は、守秘義務を遵守し、本業務により知り得たすべての情報につ

いて、業務の期間に関わらず、第三者に漏らし又は他の目的に使用してはならない。 
（２）受注者は、この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、必要に応じて発



注者と協議すること。 
 
６ クロスコンプライアンスについて 
（１）主な環境関係法令の遵守 

受注者は、物品・役務の提供に当たり、関連する環境関係法令を遵守するものとす
る。 

① エネルギーの節減 
・エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律（昭和 54

年法律第 49 号） 等 
 ② 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分 
  ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号） 
  ・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100 号） 

・容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成７年法律第 112
号） 

  ・プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（令和３年法律第 60 号） 
 ③ 環境関係法令の遵守等 
  ・労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号） 
  ・環境影響評価法（平成９年法律第 81 号） 
  ・地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117 号） 

・国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律（平
成 19 年法律第 56 号） 

（２）環境関係法令の遵守以外の事項 
受注者は、役務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、契

約後１度目の報告書等提出時に別紙チェックシートを用いて、以下の取組に努めたこ
とを、環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書として提出すること。
なお、全ての事項について「実施した／努めた」又は「左記非該当」のどちらかにチ
ェックを入れるとともに、ア～オの各項目について、一つ以上「実施した／努めた」
にチェックを入れること。 
ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 
イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状

況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組（照明、空調
のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用
等）の実施に努める。 

ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。 
エ 廃棄物の発生抑制、適正で循環的な利用及び適正な処分に努める。 
オ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械

の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。 



　別紙１　集荷場所一覧

岡山県 総務課 700-8532 岡山市北区下石井1丁目4番1号 岡山第2合同庁舎

鳥取県 鳥取県拠点 680-0845 鳥取市富安2-89-4 鳥取第1地方合同庁舎

島根県 島根県拠点 690-0001 松江市東朝日町192

岡山県 岡山県拠点 700-0927 岡山市北区西古松2-6-18　西古松合同庁舎3F

広島県 広島県拠点 730-0012 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館6F

山口県 山口県拠点 753-0088 山口市中河原町6-16 山口地方合同庁舎

徳島県 徳島県拠点 770-0943 徳島市中昭和町2-32

香川県 香川県拠点 760-0019 高松市サンポート3番33号　高松サンポート合同庁舎

愛媛県 愛媛県拠点 790-8519 松山市宮田町188 松山地方合同庁舎

高知県 高知県拠点 780-0870 高知市本町4-3-41高知地方合同庁舎

広島県 中国土地改良調査管理事務所 731-0221 広島市安佐北区可部2-6-15

島根県 中国土地改良調査管理事務所松江分室 690-0841 松江市向島町134番地10　松江地方合同庁舎6F

香川県 四国土地改良調査管理事務所 762-0086 丸亀市飯山町真時677-1

香川県 四国土地改良調査管理事務所坂出分室 762-0001 坂出市京町2丁目6番27号 坂出合同庁舎3階

愛媛県 四国土地改良調査管理事務所南予用水支所 791-8058 松山市海岸通2426-5　松山港湾合同庁舎2階

土地改良技術事務所 岡山県 土地改良技術事務所 700-0984 岡山市北区桑田町1-36 岡山地方合同庁舎2F

吉井川農業水利事業所 岡山県 吉井川農業水利事業所 700-0984 岡山市北区桑田町1-36 岡山地方合同庁舎2F

吉野川北岸二期農業水利事業所 徳島県 吉野川北岸二期農業水利事業所 771-1703
阿波市阿波町東原173番地1
阿波市阿波地域交流センター2階

道前道後用水農業水利事業所 愛媛県 道前道後用水農業水利事業所 791-0213 愛媛県東温市牛渕829-1

宍道湖西岸農地整備事業所 島根県 宍道湖西岸農地整備事業所 691-0001 出雲市平田町2112番地1

南周防農地整備事業所 山口県 南周防農地整備事業所 742-1502 熊毛郡田布施町大字波野585番1

道前平野農地整備事業所 愛媛県 道前平野農地整備事業所 799-1371 西条市周布220番地1

高知南国農地整備事業所 高知県 高知南国農地整備事業所 782-0033
香美市土佐山田町旭町1丁目4番10号
土佐山田合同庁舎3階

岡山南土地改良建設事業所 700-0973 岡山市北区下中野1223-5

岡山南土地改良建設事業所寺間支所 714-0088 笠岡市中央町28-5 豊ビル1階

集荷場所(所在地)

中国土地改良調査管理事務所

岡山南土地改良建設事業所 岡山県

契約単位
所在都道
府県名

事務所等、課名 郵便番号

中国四国農政局

四国土地改良調査管理事務所



別紙２

予定数量表

ブロック（地域） サイズ（縦・横・高さ） 重量 予定数量

中国 60ｃｍ以内 2ｋｇ以下 283
中国(着払い） 60ｃｍ以内 2ｋｇ以下 25
四国、近畿、九州 60ｃｍ以内 2ｋｇ以下 128
四国、近畿、九州（着払い） 60ｃｍ以内 2ｋｇ以下 32
東海、北陸、関東、信越 60ｃｍ以内 2ｋｇ以下 24
東海、北陸、関東、信越（着払い） 60ｃｍ以内 2ｋｇ以下 1
東北 60ｃｍ以内 2ｋｇ以下 3
東北（着払い） 60ｃｍ以内 2ｋｇ以下 1
北海道 60ｃｍ以内 2ｋｇ以下 1
北海道（着払い） 60ｃｍ以内 2ｋｇ以下 1
沖縄 60ｃｍ以内 2ｋｇ以下 1
沖縄（着払い） 60ｃｍ以内 2ｋｇ以下 1
中国 80ｃｍ以内 5ｋｇ以下 866
中国(着払い） 80ｃｍ以内 5ｋｇ以下 21
四国、近畿、九州 80ｃｍ以内 5ｋｇ以下 150
四国、近畿、九州（着払い） 80ｃｍ以内 5ｋｇ以下 1
東海、北陸、関東、信越 80ｃｍ以内 5ｋｇ以下 21
東海、北陸、関東、信越（着払い） 80ｃｍ以内 5ｋｇ以下 2
東北 80ｃｍ以内 5ｋｇ以下 2
東北（着払い） 80ｃｍ以内 5ｋｇ以下 1
北海道 80ｃｍ以内 5ｋｇ以下 1
北海道（着払い） 80ｃｍ以内 5ｋｇ以下 1
沖縄 80ｃｍ以内 5ｋｇ以下 1
沖縄（着払い） 80ｃｍ以内 5ｋｇ以下 1
中国 100㎝以内 10ｋｇ以下 146
中国(着払い） 100㎝以内 10ｋｇ以下 252
四国、近畿、九州 100㎝以内 10ｋｇ以下 65
四国、近畿、九州（着払い） 100㎝以内 10ｋｇ以下 1
東海、北陸、関東、信越 100㎝以内 10ｋｇ以下 19
東海、北陸、関東、信越（着払い） 100㎝以内 10ｋｇ以下 1
東北 100㎝以内 10ｋｇ以下 2
東北（着払い） 100㎝以内 10ｋｇ以下 1
北海道 100㎝以内 10ｋｇ以下 1
北海道（着払い） 100㎝以内 10ｋｇ以下 1
沖縄 100㎝以内 10ｋｇ以下 1
沖縄（着払い） 100㎝以内 10ｋｇ以下 1
中国 120㎝以内 15ｋｇ以下 82
中国(着払い） 120㎝以内 15ｋｇ以下 3
四国、近畿、九州 120㎝以内 15ｋｇ以下 37
四国、近畿、九州（着払い） 120㎝以内 15ｋｇ以下 1
東海、北陸、関東、信越 120㎝以内 15ｋｇ以下 8
東海、北陸、関東、信越（着払い） 120㎝以内 15ｋｇ以下 1
東北 120㎝以内 15ｋｇ以下 2
東北（着払い） 120㎝以内 15ｋｇ以下 1
北海道 120㎝以内 15ｋｇ以下 1
北海道（着払い） 120㎝以内 15ｋｇ以下 1
沖縄 120㎝以内 15ｋｇ以下 1
沖縄（着払い） 120㎝以内 15ｋｇ以下 1

小荷物（中国地域からの発送）



別紙２

予定数量表

ブロック（地域） サイズ（縦・横・高さ） 重量 予定数量

小荷物（中国地域からの発送）

中国 140㎝以内 20ｋｇ以下 43
中国(着払い） 140㎝以内 20ｋｇ以下 1
四国、近畿、九州 140㎝以内 20ｋｇ以下 16
四国、近畿、九州（着払い） 140㎝以内 20ｋｇ以下 1
東海、北陸、関東、信越 140㎝以内 20ｋｇ以下 5
東海、北陸、関東、信越（着払い） 140㎝以内 20ｋｇ以下 5
東北 140㎝以内 20ｋｇ以下 2
東北（着払い） 140㎝以内 20ｋｇ以下 1
北海道 140㎝以内 20ｋｇ以下 1
北海道（着払い） 140㎝以内 20ｋｇ以下 1
沖縄 140㎝以内 20ｋｇ以下 1
沖縄（着払い） 140㎝以内 20ｋｇ以下 1
中国 160㎝以内 25kg以下 14
中国(着払い） 160㎝以内 25kg以下 1
四国、近畿、九州 160㎝以内 25kg以下 3
四国、近畿、九州（着払い） 160㎝以内 25kg以下 1
東海、北陸、関東、信越 160㎝以内 25kg以下 3
東海、北陸、関東、信越（着払い） 160㎝以内 25kg以下 1
東北 160㎝以内 25kg以下 7
東北（着払い） 160㎝以内 25kg以下 1
北海道 160㎝以内 25kg以下 1
北海道（着払い） 160㎝以内 25kg以下 1
沖縄 160㎝以内 25kg以下 1
沖縄（着払い） 160㎝以内 25kg以下 1



別紙２

予定数量表

ブロック（地域） サイズ（縦・横・高さ） 重量 予定数量

四国 60ｃｍ以内 2ｋｇ以下 30
四国(着払い） 60ｃｍ以内 2ｋｇ以下 1
中国、近畿、九州 60ｃｍ以内 2ｋｇ以下 29
中国、近畿、九州（着払い） 60ｃｍ以内 2ｋｇ以下 2
東海、北陸、関東、信越 60ｃｍ以内 2ｋｇ以下 3
東海、北陸、関東、信越（着払い） 60ｃｍ以内 2ｋｇ以下 1
東北 60ｃｍ以内 2ｋｇ以下 1
東北（着払い） 60ｃｍ以内 2ｋｇ以下 1
北海道 60ｃｍ以内 2ｋｇ以下 1
北海道（着払い） 60ｃｍ以内 2ｋｇ以下 1
沖縄 60ｃｍ以内 2ｋｇ以下 1
沖縄（着払い） 60ｃｍ以内 2ｋｇ以下 1
四国 80ｃｍ以内 5ｋｇ以下 371
四国(着払い） 80ｃｍ以内 5ｋｇ以下 11
中国、近畿、九州 80ｃｍ以内 5ｋｇ以下 32
中国、近畿、九州（着払い） 80ｃｍ以内 5ｋｇ以下 1
東海、北陸、関東、信越 80ｃｍ以内 5ｋｇ以下 3
東海、北陸、関東、信越（着払い） 80ｃｍ以内 5ｋｇ以下 1
東北 80ｃｍ以内 5ｋｇ以下 1
東北（着払い） 80ｃｍ以内 5ｋｇ以下 1
北海道 80ｃｍ以内 5ｋｇ以下 1
北海道（着払い） 80ｃｍ以内 5ｋｇ以下 1
沖縄 80ｃｍ以内 5ｋｇ以下 1
沖縄（着払い） 80ｃｍ以内 5ｋｇ以下 1
四国 100㎝以内 10ｋｇ以下 122
四国(着払い） 100㎝以内 10ｋｇ以下 108
中国、近畿、九州 100㎝以内 10ｋｇ以下 33
中国、近畿、九州（着払い） 100㎝以内 10ｋｇ以下 2
東海、北陸、関東、信越 100㎝以内 10ｋｇ以下 3
東海、北陸、関東、信越（着払い） 100㎝以内 10ｋｇ以下 1
東北 100㎝以内 10ｋｇ以下 1
東北（着払い） 100㎝以内 10ｋｇ以下 1
北海道 100㎝以内 10ｋｇ以下 1
北海道（着払い） 100㎝以内 10ｋｇ以下 1
沖縄 100㎝以内 10ｋｇ以下 1
沖縄（着払い） 100㎝以内 10ｋｇ以下 1
四国 120㎝以内 15ｋｇ以下 6
四国(着払い） 120㎝以内 15ｋｇ以下 4
中国、近畿、九州 120㎝以内 15ｋｇ以下 56
中国、近畿、九州（着払い） 120㎝以内 15ｋｇ以下 1
東海、北陸、関東、信越 120㎝以内 15ｋｇ以下 3
東海、北陸、関東、信越（着払い） 120㎝以内 15ｋｇ以下 1
東北 120㎝以内 15ｋｇ以下 1
東北（着払い） 120㎝以内 15ｋｇ以下 1
北海道 120㎝以内 15ｋｇ以下 1
北海道（着払い） 120㎝以内 15ｋｇ以下 1
沖縄 120㎝以内 15ｋｇ以下 1
沖縄（着払い） 120㎝以内 15ｋｇ以下 1

小荷物（四国地域からの発送）



別紙２

予定数量表

ブロック（地域） サイズ（縦・横・高さ） 重量 予定数量

小荷物（四国地域からの発送）

四国 140㎝以内 20ｋｇ以下 3
四国(着払い） 140㎝以内 20ｋｇ以下 1
中国、近畿、九州 140㎝以内 20ｋｇ以下 11
中国、近畿、九州（着払い） 140㎝以内 20ｋｇ以下 1
東海、北陸、関東、信越 140㎝以内 20ｋｇ以下 1
東海、北陸、関東、信越（着払い） 140㎝以内 20ｋｇ以下 1
東北 140㎝以内 20ｋｇ以下 1
東北（着払い） 140㎝以内 20ｋｇ以下 1
北海道 140㎝以内 20ｋｇ以下 1
北海道（着払い） 140㎝以内 20ｋｇ以下 1
沖縄 140㎝以内 20ｋｇ以下 1
沖縄（着払い） 140㎝以内 20ｋｇ以下 1
四国 160㎝以内 25kg以下 1
四国(着払い） 160㎝以内 25kg以下 1
中国、近畿、九州 160㎝以内 25kg以下 10
中国、近畿、九州（着払い） 160㎝以内 25kg以下 1
東海、北陸、関東、信越 160㎝以内 25kg以下 1
東海、北陸、関東、信越（着払い） 160㎝以内 25kg以下 1
東北 160㎝以内 25kg以下 1
東北（着払い） 160㎝以内 25kg以下 1
北海道 160㎝以内 25kg以下 1
北海道（着払い） 160㎝以内 25kg以下 1
沖縄 160㎝以内 25kg以下 1
沖縄（着払い） 160㎝以内 25kg以下 1



【別紙チェックシート】 

環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書 

（令和８年度小荷物運送業務） 

 

以下のア～オの取組について、実施状況を報告します。 

 

ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 

 

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記

非該

当 

・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検

討する（もしくはそのような工夫を行っている配送業者と連携

する）。 

☐ ☐ 

・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガ

スの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に

実施している。 

☐ ☐ 

・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使

用して（農薬の使用基準等を遵守して）作られたものを調達す

ることに努めている。 

☐ ☐ 

・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを

調達することに努めている。 
☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、

その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                   ） 

 

イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状

況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組（照明、空調

のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用

等）の実施に努める。 

 

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記

非該

当 

・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーに

ついて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料

金の記録に努めている。 

☐ ☐ 



・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要

な照明の消灯やエンジン停止に努めている。 
☐ ☐ 

・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準

となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない

等、適切な温度管理に努めている。 

☐ ☐ 

・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮でき

るよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めてい

る。 

☐ ☐ 

・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。 ☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、

その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                   ） 

 

ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。 

 

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記

非該

当 

・臭気が発生する可能性がある機械・設備（食品残さの処理や堆

肥製造等）を使用する場合、周辺環境に影響を与えないよう定

期的に点検を行う。 

☐ ☐ 

・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃棄など

に努めている。 
☐ ☐ 

・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、定期的

に清掃を行うことに努めている。 
☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由

（                                  ） 

 

エ 廃棄物の発生抑制、適正で循環的な利用及び適正な処分に努める。 

 

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記

非該

当 

・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙

などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。 
☐ ☐ 



・資源のリサイクルに努めている（リサイクル事業者に委託する

ことも可）。 
☐ ☐ 

・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令

に従って適切に実施している。  
☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                  ） 

 

オ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械

の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。 

 

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記

非該

当 

・「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート解説

書 －民間事業者・自治体等編－」にある記載内容を了知し、関

係する事項について取り組むよう努める。 

☐ ☐ 

・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、

もしくは、策定を検討する。 
☐ ☐ 

・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行ってい

る、もしくは、実施を検討する。 
☐ ☐ 

・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニ

ュアル等に整理する。また、定期的な研修などを実施するよう

に努めている。 

☐ ☐ 

・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、

定期的な点検や補修などに努めている。 
☐ ☐ 

・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、

安全に作業を行えるスペースを確保する。 
☐ ☐ 

・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。 ☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                  ） 


